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２０２３年８月３０日（水）発行 

＊ 今号は、①いの健京都センター第２５回定期総会、②許してはならない！＆最近の労働統計ザッピング、③今月の

一冊です。 

いの健京都センター第２５回定期総会開催！ 

 ８月２９日の夜、ラボール京都（京都労働者総合会館）の四階の会議室で、働くもののいのちと健康を守る京

都センターの「第２５回定期総会」を開催しました。参加は、代議員が３６組織４６代議員中、現出席が１８人、

委任出席が２８人で、役員（理事・会計監査）は１７人中１２人でした。 

 第２５回定期総会は、吉田努事務局次長の開会宣言、総会議長と総会諸役員の提案・承認で始まりました。総

会議長に選ばれた京都総評の伊藤修平代議員が総会議長の就任あいさつを行い、その任に着きました。 

 河本一成理事長（京都民医連・あさくら診療所）が体

調不良で欠席となったため、代わって梶川憲副理事長

（京都総評）が理事会を代表してあいさつをしました。

梶川副理事長は、「今ほど働くもののいのちと健康を守

る運動が重要なときはない」と強調、「政府、財界・大企

業と労働者・国民のせめぎあいの情勢だ」として「いの

健・労安」活動の強化とセンターへの結集を呼びかけま

した。 

 総会議案の提案では、第１号議案「２０２２年度事業報告」、第３号議案「規約の改正」、第４号議案「２０２３

年度事業計画案」を岩橋祐治事務局長（センター事務局）が、第２号議案「２０２２年度決算及び監査報告」を芝

井公事務局次長（京都職対連）と長尾修会計監査（府立高教組）が、第５号議案「２０２３年度予算案」を芝井事

務局次長が行いました。 

 「規約の改正」では、理事会の開催について、現行規約では「原則として年度内に４回、３ヶ月毎に開催する」

となっているが、「情勢の推移や加盟団体の要求や運動に追いつけない場合があるとともに、画一的に過ぎるきら

いがある」として、「２～３ヶ月に１回を目途として開催する」との変更提案が行われました。 

 「２０２３年度事業計画（案）」では、職場・地域からの“いの健・労安活動”の抜本的な強化が呼びかけられ、

「当面する“いの健・労安”活動の焦点」として「①賃金の大幅な引き上げと底上げの実現、②長時間・過密労働

の規制と改善、③労働安全衛生委員会の位置づけの強化と活用、④厚労省の通達・指針、ガイドラインの積極的

な活用」を行い、「いの健活動の強化を通じた労働組合の強化・拡大を実現しよう！」と提案されました。 

 質疑・討論では、１１人の代議員と理事が発言を行いました。 

【発言者と発言テーマ】 

①.毛利崇副理事長（自由法曹団京都支部）：労働法制をめぐる最近の動向（ⅰ骨太方針、ⅱ企画業務型裁量労働

制の拡大、ⅲ解雇の金銭解決制度の導入、ⅳフリーランスの拡大、ⅴ精神障害の労災認定基準の改定） 

②.京都市職労・上野広光代議員：ⅰ３３キャンペーン、ⅱ京都市長選挙、ⅲ道路転倒事故で公務災害認定外と

なった問題事例 

③.京建労・北村正輝代議員：建設アスベスト裁判の現状報告と支援の訴え 

④.化学一般京滋福地本・福水隆代議員：化学物質管理に係る見直し・変更に対する改善要望署名への協力のお

礼 

⑤.新田昌之副理事長（京都自治労連副委員長・京都職対連会長）：自治労連全国大会の報告、京都職対連４０周

年記念事業 
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⑥.京都職対連・中嶌清美代議員（京都労災被災者家族の会・会長）：この間の労災認定闘争の事例報告、労災保

険給付支給決定に対する事業主による不服申立原告適格を認めた２０２２年１１月２９日東京高裁判決の批

判 

⑦.京商連・三好作治代議員：大軍拡・大増税、インボイス導入反対の闘いの報告と決意 

⑧.京都民医連・宮村真弘代議員：経済的事由による手遅れ事例調査結果の報告、７５歳以上窓口負担２割化の

影響 

⑨.柳生剛志事務局次長（京都総評）：治療と仕事の両立支援のとりくみ、産保センターの活用 

⑩.谷本樹保理事（福祉保育労京都地本）：コロナ禍の感染拡大に対する福祉保育労のとりくみ 

⑪.京都国公・矢野芳彦代議員：政府・東電による福島第１原発汚染水海洋放出強行批判、議案の情勢部分に対

する意見（財界の動向や狙っていることについて記述を）、労安委員会の作り方学習会の経験 

 議案の採択は、規約改正案が出席代議員全員の賛成で、それ以外の議案は満場の拍手で確認されました。 

２０２３年度役員の提案を新田昌之副理

事長が行い、拍手で承認されました。引き続

いて、新旧役員があいさつを行いました。今

回の総会で退任となった長田学理事（化学一

般京滋福地本）、今回の総会で新たに理事に

就任した①.中野宏之理事（京教組委員長）、

②.古館正基理事（ＪＭＩＴＵ京滋地本副委

員長）、③.林眞也理事（全国一般京都地本書

記長）、④.福水隆理事（化学一般京滋福地本

委員長）があいさつをしました。 

伊藤総会議長が降壇し、吉田事務局次長が閉会あいさつを行って、第２５回定期総会は無事終了しました。 

 

許してはならない！＆最近の労働統計ザッピング 

１ 許してはならない！－その１．福島原発汚染水の海洋放出！！ 

８月２４日、政府・東京電力は、「漁業者など関係者の理解なしに

は、いかなる処分も行わない」という公約を公然と踏みにじって、

東電福島第１原発汚染水（アルプス処理水）の海洋放出を強行した。

現在１０００基を超えるタンクにたまった処理水は約１３４万ト

ンで、２０２３年度はその２．３％・約３万１,２００トン（タンク

３０基分）を放出する計画で、含まれるトリチウムは約５兆ベクレ

ル。政府はＩＡＥＡ（国際原子力機関）のお墨付きを金科玉条のよ

うにふりかざしているが、ＩＡＥＡはもともと原子力の平和利用＝

原子力推進の立場であり、ＩＡＥＡの判断は海洋放出ありきの自作自演と言えるもの。「汚染タンクの中でトリ

チウムは有機結合型トリチウムとなり、魚介類に取り込まれ濃縮されて体内に長く滞留すると」いう意見（新医

協）や、「約７５％のアルプス処理水は多くの放射性物質の除去に失敗し、猛毒のストロンチウム９０も基準値

を超えている」という解説（グリーンピースジャパン）もある。そもそも放射線被ばくによる影響には「閾値（し

きいち）」がなく、生物への影響は避けられない。「原発廃炉のめどもいまだに立っていない」、「福島第１原発

の建屋内の地下水の流入を止められない」という現況で、原発汚染水の海洋放出を強行したことは、日本のみな

らず世界の人々に、そして未来の子どもたちに深刻な影響を与えかねない重大問題である。原発汚染水の海洋放

出の中止を求めて、引き続き粘り強く運動を続けていかなくてはならない！ 
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２ 許してはならない！－その２．大阪万博工事における建設労働者の時間外労働の上限規制外し 

２０２５年開催予定の大阪・関西万博で、海外パビリオンの建設が遅れていることを理

由に、万博協会は政府に対し、２０２４年から建設業にも適用されることになっている時

間外労働の上限規制（年３６０時間、労使の特別条項付３６協定締結で年７２０時間以

内）の適用を除外するよう求めたと伝えられた。これに対し、大阪労連や大阪府職労、労

働弁護団などは、大阪・関西万博に関わる労働者のいのちと健康を守る緊急声明を発表

し、関係先に要請を行った。 

 

３ 許してはならない！－その３．２０２３年度地方最賃の改定 

７月２８日、中央最低賃金審議会は、２０２３年度地域別最賃の改定にあたっての目安を答申した；「Ａラン

ク４１円、Ｂランク４０円、Ｃランク３９円、全国加重平均で４１円引上げ・時給１００２円に」。８月１８日に

は、すべての都道府県の地方最低賃金審議会の答申が出そろい、２４県で目安を上回る答申が出され、目安を上

回る全国加重平均４３円引上げ（４．５％）・時給１００４円となった。京都では、８月１０日、目安通りの４

０円引上げ（時給９６８円→１００８円）の答申が出された。京都総評が行った最低生計費試算（２５歳男性・

単身で１６３９円）から見ても極めて不十分であり、最低生計費以下＝憲法が保障している「健康で文化的な最

低限度の生活」を営めない水準の最低賃金は、１日も早く解消されなければならない。 

 

４ 労働統計ザッピング 

① 女性の就業率、過去最高！ 

７月２１日、総務省は２０２２年の「就業構造基本調査結果」を発表。女性の就業率は２０１７年の前回調査

から２．５％アップして５３．２％の過去最高に。未就学児の子育てをしている男女に占める就業者の割合も８

５．２％と過去最高。２５～３９歳の女性の就業率は８１．５％と初めて８割越え。出産や育児のため過去 1 年

間で離職した人数は前回より６．７万人減の１４．８万人。介護や看護のため離職した人は７千人増の１０．６

万人。この１年間でテレワークした人は１，２６５万人で、就業者の１９．１％だった。 

 

② 男性育休取得率、過去最高も政府目標にはほど遠く！ 

７月３１日、厚労省は２０２２年度に育児休業を取得した男性の取得率を公表。前年度より３．２％多い１７．

１％と過去最高となったが、目標「２０２５年５０％、２０３０年８５％」に遠く及ばず。有期雇用の男性労働

者では８．６％。従業員５００人以上の企業では２５．４％だが、５～２９人の企業では１１．２％。 

 

③ 平均寿命、コロナの影響で２年連続低下！ 

７月２８日、厚労省は、２０２２年の日本人の平均寿命の調査結果を公表。男性８１．０５歳（前年比▲０．４

２歳）、女性８７．０９歳（前年比▲０．４９歳）で、男女ともに２年連続の低下。新型コロナの影響か（新型コ

ロナの死者数は２０２１年１万６，７７６人、２０２２年４万７，６３５人）。男性はスイス、スウェーデン、オ

ーストラリアに次ぐ４位、女性は１位。 

 

④ 所得格差、再び拡大！（２０２１年のジニ係数） 

８月２２日、厚労省は、２０２１年の「所得再分配調査」の結果を公表した。２０２１年の税や社会保障によ

る再配分前のジニ係数は０．５７００（ジニ係数は０～１の間で示され、格差が大きいほど１に近づいていく）

で、縮小傾向を示した前回２０１７年の調査（０．５５９４）から再び拡大し、過去最悪だった前々回２０１４

年調査（０．５７０４）に次ぐ値となった。「再配分後の所得」のジニ係数も前回から拡大した（前回０．３７２

１→今回０．３８１３）。 
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⑤ 世界で７億３５００万人もの人々が飢餓に直面！ 

７月、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）や国連児童基金（ユニセフ）が公表した「世界の食糧安全保障と栄養の現

状」によると、２０２２年に世界で慢性的な飢餓に直面した人は７億３,５００万人に達した。新型コロナ前の２

０１９年と比して１億２,２００万人の増加。アジアが４億２００万人で、アフリカが２億８,２００万人。「紛

争、気候、経済的ショック、不平等が食料不安を引き起こしている」（グテレス国連事務総長） 

 

◎「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した！」（グテレス国連事務総長、７月２７日） 

 

今月の２冊：澤田季江「ジェンダー視点で学ぶ女性史」、塚原久美「日本の中絶」 

 マルクスの至言に、「社会の進歩の度合は、美しき性（＝女性のこと）の社会的地位を尺度として正確に測るこ

とができる」（１８６８年１２月１２日付の「クーゲルマンへの手紙」）がある。これにもとづけば、世界経済フ

ォーラムの「グローバル・ジェンダーギャップ・リポート」（世界男女格差報告書）の２０２３年版（２０２３年

６月２０日発表）で、日本のジェンダーギャップ指数で世界の１４６か国中過去最低の１２５位となったことは、

日本は世界でとんでもなく遅れた国だということになる。日本は、韓国（１０５位）や中国（１０７位）よりも遅

れた国であり、東アジア・太平洋地域で最下位＝最も遅れた国だということを自覚しなければならない。ＩＬＯ

（国際労働機関）は、「ディーセントワーク（働きがいにある人間らしい仕事）」の実現にあたって、あらゆる面

でジェンダー平等が貫かれなければならないとしているが、日本におけるジェンダー不平等の現実が、日本の労

働者の低賃金・劣悪な労働条件の根底にあるということをしっかりと踏まえなければならない！（＝日本の労働

者の低賃金の根底に女性労働者の低賃金が、日本の年金の劣悪さの根底に日本の女性の低年金がある！）。 

 新婦人京都府本部の役員をされている澤田さんの本（日本

機関紙出版センター、１３００円＋税）は、２０２１年春の京

都学習協の労働学校の講義をもとに編集された本で、ジェン

ダー問題をコンパクトに学べる好書。塚原さんの本（ちくま新

書、９００円＋税）は、国連が提唱している「セクシュアル・

リプロダクティブヘルス＆ライツ（性と生殖に関する健康と

権利）」の理解する上でも、人権・性の多様性・ジェンダー平

等を柱とした「包括的性教育」を進めていく上でも大切な、女

性の人権の中核をなすとも言える避妊と安全な中絶の権利を

説明した必読の本としてお勧めします。 

 

２０２３年度過労死等防止対策シンポジウムにご参加を！ 

〇 開催要項：２０２３年１１月２４日（金）午後１時３０分～４時２０分 

池坊短期大学・心洗館地下１階・こころホール（京都市下京区四条室町鶏鉾町 491） 

主催：厚生労働省・京都労働局、協力：過労死防止京都連絡会 

〇 主な内容：京都労働局からの報告「過労死等防止対策の推進について」 

過労死ご遺族からの体験談発表 

基調講演「パワハラを起こす企業と起こさない企業は何が違うのか？～パワハラ上司を生み

出さないためにできること～」（講師は津野香奈美神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイ

ノベーション研究科准教授、著書に「パワハラ上司を科学する」など） 

 


